
新型コロナウイルス感染症と憲法論議について 

 

○憲法審査会開会の必要性(緊急事態における国会機能の確保) 

  新型コロナウイルス感染症まん延に関する現下の予断を許さない状況に鑑

みて、国会においても、衆参議院運営委員会等の場を通じて、国民から負託

された立法及び行政監視の機能を果たし続けられるよう、様々な方策が講じ

られているところである。 

しかし、次のような事項については、どうしても憲法の規定に直面せざる

を得ない。この問題について、「緊急事態における国会機能の確保」という観

点から、早急に、憲法審査会で議論する必要があるのではないか。 

①  憲法では、総議員の３分の１以上の議員の出席がなければ、本会議を

開き議決することができない旨の定足数が定められている(56 条 1 項）。

しかし、国会議員に新型コロナウイルスの感染者が出てそれが拡がった

場合、感染者や濃厚接触者は本会議を欠席せざるを得ないこととなろう

が、そのような場合でも定足数を満たす方策はあるのか。また、定足数

を欠いても国会の機能を確保し続ける方策はあるか。 

②  憲法上（45 条・46 条）、国会議員の任期が明記されているところ、現

在の衆議院議員の任期は 2021 年 10 月 21 日に満了する。このまま新型コ

ロナウイルス感染症の事態が収束せずに長期化し、法定の期間に選挙を

行うことができないこととなってしまった場合、衆議院議員不在の事態

が発生してしまうおそれがある。このような事態に、どのように対処す

べきか。 


